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事 務 局

農 政 総 務 課

議    題

報 告 事 項

令和４年４月２８日（木） 午前１０時開会

市役所みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室

上入來 幸一（会長） 松下 清美（会長代理） 仮屋 幸孝（運営委員）

有村 伊智博   有村 浩一    岩元 節朗    園山 一則

豊留 辰男    弟子丸 宗一   鳥丸 俊秀    永尾 寛

中村 秀彦    鳩宿 隆雄    福永 大悟    堀之内 薫

横峯 明人    室屋 智美

堂免 修     上四元 正昭

事務局長  三浦

主 幹   新村

支局主任  山﨑、村田、尾堂、東、小山田、小村、児之原、吉永

専門員   大西、水盛、吉満、矢崎、有村、渡邉

主 査  帖地、安樂

主 任   松村

主 事  飯泉

主 任   米倉、西、平川

主 任   橋口

１ 農地法第３条許可申請に関する件

２ 農地転用事業計画変更に関する件

３ 農地法第４条許可申請に関する件

４ 農地法第５条許可申請に関する件

５ 非農地認定に関する件

６ 農地利用変更届出に関する件

７ 農用地利用集積計画に関する件

８ 農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件

10 相続税の納税猶予に関する件

※議題９は取り下げとなった。

１ 法務局から照会のあった農地等の現況について

２ 国土利用計画法による届出土地に関する調書について

３ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について

４ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

５ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について

６ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について
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議    長

事 務 局

議    長

開 会（午前１０時）

定刻になりましたので、ただいまから、令和４年度第１回総会を開催いたしま

す。

まず、事務局より連絡事項があります。

資料の修正についてお知らせです。

議案書の８ページ、議題３．「農地法第５条許可申請に関する件」の番号５から

７号及び、別冊資料３ 議題９．「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関す

る法律に係る承認申請に関する件」は、議案書発送後取下げの申し出がありまし

たので、削除をお願い致します。それに伴い、表紙の議題３の件数２４件を２１

件に修正、議題９は削除をお願い致します。

本日は、審議に入ります前に、４月１日付けでおこなわれました、事務局職員

の人事異動について、三浦事務局長から紹介をお願いします。

（三浦事務局長から各支局の支局主任並びに職員紹介）

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。

１９人中１７人の出席で、全員の出席でございますので、会は成立いたしてお

ります。

なお、欠席届が、上四元委員、堂免委員から出されています。

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。

（異議なしの声）

それでは、弟子丸委員、中村委員にお願いいたします。

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。

次に、議事参与の制限についてお知らせいたします。

議題７．｢農用地利用集積計画に関する件」につきましては、議事参与の制限と

なっておりますのでよろしくお願いします。

それでは、議題の審議に入って参ります。
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議              題

議題１．農地法第３条許可申請に関する件

１ページ～３ページ １１件

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。

まず、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、申請事由：労力不足、規模拡大、権利の種別：所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、伊敷、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。

番号３号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

番号４号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

番号５号、農業廃止、相手要望、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、吉野、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、桜島、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号７号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、喜入、１０番委員お願いします。

１ ０ 番 委 員 ご報告します。

番号８号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

番号９号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、松元、３番委員お願いします。
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３ 番 委 員 ご報告します。

番号１０号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

以上です。

議 長 次に、郡山、１１番委員お願いします。

１ １ 番 委 員 ご報告します。

番号１１号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「９番委員」挙手あり〕

はい、９番委員どうぞ。

９ 番 委 員 番号１１の調査書の第２項第７号地域調和というところですが、譲受人は従来

から申請地において営農しているという記載がありますが、そのこと自体に問題

はないのですか。

事 務 局 今回は、譲渡人から頼まれて、耕作しているものを、購入されるということで

すので、そのこと自体に問題はありません。

９ 番 委 員 わかりました。

議 長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」１１件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。

議題２．農地転用事業計画変更に関する件

４ページ １件

議    長 次に、議題２．「農地転用事業計画変更に関する件」を審議します。

それでは、谷山、１４番委員お願いします。



- 4 -

１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、変更前：建売住宅２棟１３９．１１㎡、庭敷地等２６５．８９㎡、

変更後：建売住宅２棟１４９．０７㎡、庭敷地等２５６．４１㎡、申請事由：当

初の計画では、２階建ての建売住宅２棟を建築する予定であったが、事業計画の

変更により２棟のうち１棟を平屋建てとするもの。権利の種別：所有権移転、許

可日：令和３年１２月２７日、許可番号：農委第０３２５－６６号。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地転用事業計画変

更に関する件」１件につきましては、原案どおり承認するものと決定いたします。

議題３．農地法第４条許可申請に関する件

５ページ～６ページ ５件

議    長 次に、議題３「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。

議題４．「農地法第５条許可申請に関する件」谷山の番号１号及び議題６．「農

地利用変更届出に関する件」喜入の番号１～３号の案件が、この第４条許可申請

に関連するので併せて、審議していただききたいと思います。

まず、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、用途・施設：建売住宅２棟１１２．６１㎡、庭敷地等３８３．３９

㎡、周囲の状況及び被害防除計画、東…本人畑、他人畑、西…他人畑、南…本人

畑、北…農道、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽。

番号１は資料７ページの第５条番号１と関連がありますので、併せて読み上げ

させていただきます。

５条番号１号、用途・施設：建売住宅２棟１１２．６１㎡、庭敷地等３８３．

３９㎡、周囲の状況及び被害防除計画、東…渡人畑、受人畑、西…渡人畑、南…

受人畑、北…農道、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、権

利の種別：所有権移転、売買。

番号２号、住家１棟８６．８３㎡、庭敷地等１３７．１７㎡、東・南…本人畑、

西…宅地、北…農道、境界…コンクリート擁壁、ブロック積、雨水…農道側溝、

汚水…合併浄化槽。

以上です。

議 長 次に、伊敷、７番委員お願いします。
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７ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、社宅１棟９０５．０９㎡、駐車場２２０．５８㎡、通路２７１．３

３㎡、東…県道、西…里道、水路、南…他人田、宅地、北…里道、境界…ブロッ

ク積、雨水…水路放流、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議 長 次に、吉野、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、駐車場１，３４１．００㎡、東…里道、西…河川、南…水路、北…

他人田、境界…ブロック積、土留、雨水…自然流下。

申請人は、当該申請地を、農地法第３条許可に基づき、平成１０年に所有権移

転・売買で取得し、野菜を作付けしていましたが、高齢による労力不足や規模縮

小などの理由で、耕作ができず、借り手をさがしていたところ、周辺住民からの

要望を受け、転用許可の手続きが必要なことを知らずに、平成２７年から、月極

駐車場として使用していたため、今回、改めて、「理由書」並びに「始末書」を添

付のうえ、申請がなされたものでございます。

つきましては、今後は、許可を受けてから転用するよう、代理人を通じて指導

したところでございます。

以上です。

議 長 次に、喜入、１０番委員お願いします。
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１ ０ 番 委 員 ご報告します。

番号５号、通路１７１．２７㎡、東…本人田、水路、西…市道、南・北…本人

田、境界…土留、ブロック積、雨水…水路放流。

この件について、補足して説明いたします。

隣接する水路と一体利用をするため、市河川港湾課と協議した結果、側溝とし

て付け替えを行うとのことです。

この件は、農地利用変更届と関連がありますので、併せて読み上げます。

番号１号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため

盛土を行い、畑として利便性を高める。工事開始日：令和４年５月１日、工事終

了日：令和４年８月３１日、周囲の状況：東…宅地、他人田、西・北…水路、南

…水路、別件４条申請地、境界…ブロック積、高さ…１．４０ｍ、作物…そば、

搬入土…シラス。

番号２号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため

盛土を行い、畑として利便性を高める。工事開始日：令和４年５月１日、工事終

了日：令和４年８月３１日、周囲の状況：東…他人畑、西・北…別件４条申請地、

南…水路、境界…ブロック積、高さ…０．６５ｍ、作物…そば、搬入土…シラス。

番号３号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため

盛土を行い、畑として利便性を高める。工事開始日：令和４年５月１日、工事終

了日：令和４年８月３１日、周囲の状況：東・南…宅地、西…他人畑、北…別件

４条申請地、境界…ブロック積、高さ…０．４０ｍ、作物…そば、搬入土…シラ

ス。

この件について、補足して説明いたします。

番号１～３について、搬入土がシラスとなっておりますが、田の土を削り、シ

ラスを搬入した後、削った土を表土として使用します。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第４条、第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますよう

に、は全て、第２種、第３種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願い

いたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第４条許可申

請に関する件」５件及び、議題４．「農地法第５条許可申請に関する件」番号１号

につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人に許可書を交付する

ことといたします。

又、議題６．「農地利用変更届出に関する件」番号１～３号につきましては、原

案どおり受理することに決定いたします。
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議題４．農地法第５条許可申請に関する件

７ページ～１３ページ ２１件

議    長 次に、議題４「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。

先ほど谷山の１件につきましては、議題３．｢農地法第４条許可申請に関する件」

と併せて審議しておりますので、それ以外の２０件について審議していただきき

たいと思います。

まず、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、用途・施設：住家１棟５９．６２㎡、庭敷地等１６５．３８㎡、周

囲の状況及び被害防除計画：東・南…里道、西…河川管理道路、北…河川管理道

路、里道、境界…ブロック積、雨水…河川管理道路側溝、汚水…合併浄化槽、権

利の種別：所有権移転、売買。

番号３号、住家１棟１０１．８５㎡、庭敷地等３４４．１５㎡、東…里道、別

件５条申請地、西…宅地、雑種地、南…水路、北…市道、別件５条申請地、境界

…ブロック積、雨水…水路放流、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号４号、資材置場１２０．００㎡、駐車場２４．００㎡、通路等２１６．０

０㎡、東…里道、西・南…別件５条申請地、北…市道、境界…ブロック積、雨水

…自然流下、所有権移転、売買。

番号８号、建売住宅９棟５２０．３８㎡、通路６３９．１２㎡、ごみ置場３１．

４２㎡、庭敷地等１，３５１．８５㎡、東…市道、里道、西・南…他人畑、北…

宅地、渡人田、境界…ブロック積、コンクリート擁壁、雨水…水路放流、汚水…

合併浄化槽、所有権移転、売買。

この件について、補足して説明いたします。

申請の転用計画には、里道と水路を含んでおりますが、関係課と法定外公共物

の占有については協議中です。

雨水につきましては、里道に新設側溝を設置し既存水路へ放流します。

番号９号、住家１棟１１０．０６㎡、庭敷地等１６６．９４㎡、東・西・北…

宅地、南…里道、境界…ブロック積、雨水…水路放流、汚水…合併浄化槽、使用

貸借権。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、水路に接していませんが、雨水については、南側里道の既存の排水

管に接続し放流します。

番号１０号、仮設園舎２棟３３８．６９㎡、園庭２６９．４５㎡、駐車場９０．

００㎡、通路等１２６．５２㎡、東…市道、西…貸人畑、南…里道、北…宅地、

境界…ブロック積、コンクリート擁壁、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、使

用貸借権。

以上です。

議    長 次に、伊敷、７番委員お願いします。
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７ 番 委 員 ご報告します。

番号１１号、資材置場５００．００㎡、駐車場３００．００㎡、車両置場２０

０．００㎡、転回場等４２９．００㎡、東…水路、西…県道、南…宅地、北…他

人畑、境界…土留、雨水…水路放流、賃貸借権。

以上です。

議    長 次に、吉野、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号１２号、住家１棟７７．８０㎡、車庫１棟２０．４４㎡、庭敷地等３９６．

７６㎡、東…他人畑、西…市道、南…宅地、他人畑、北…渡人畑、境界…ブロッ

ク積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号１３号、住家１棟１１５．９３㎡、庭敷地等１８３．０７㎡、東…貸人畑、

農道、西…宅地、貸人畑、南…貸人畑、北…宅地、貸人畑、市道、境界…ブロッ

ク積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、使用貸借権。

番号１４号、住家１棟１０８．３２㎡、庭敷地等３４１．６８㎡、東・南…宅

地、西…他人畑、北…貸人畑、境界…コンクリート擁壁、ブロック積、土留、雨

水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、使用貸借権。

この件について、補足して説明いたします。

雨水は、隣接する貸人の父が所有する宅地を経由して、市道側溝に流す予定と

のことです。

番号１５号、住家１棟１００．６１㎡、庭敷地等２７５．３９㎡、東…私道、

西…他人畑、南…貸人畑、北…市道、境界…ブロック積、土留、雨水…市道側溝、

汚水…合併浄化槽、使用貸借権。

番号１６号、貸資材置場３０８．００㎡、貸駐車場４８５．００㎡、法面２８

７．００㎡、通路等２９４．００㎡、東…宅地、西…市道、渡人畑、南…市道、

里道、北…宅地、境界…ブロック積、土留、雨水…市道側溝、所有権移転、売買。

以上です。

議    長 次に、吉田、１８番委員お願いします。

１ ８ 番 委 員 ご報告します。

番号１７号、資材置場６５０．００㎡、法面２１５．８０㎡、転回場等１，０

３５．２０㎡、東…私道、宅地、西…他人畑、南…宅地、他人畑、北…水路、境

界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。

以上です。

議    長 次に、喜入、１０番委員お願いします。
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１ ０ 番 委 員 ご報告します。

番号１８号、住家１棟７３．２８㎡、庭敷地等３２４．７２㎡、東…宅地、西

…他人畑、里道、南…他人畑、北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、

汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号１９号、太陽光発電４８８．９６㎡、通路等４７７．０４㎡、東…水路、

西…農道、南…市道、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移

転、売買。

この件について補足説明をいたします。

申請地は喜入支所から南へ約３．６ｋｍに位置する第２種農地その他の農地に

該当します。

申請人は申請地を取得し、太陽光発電施設として転用を行うものです。

発電規模としましては、太陽光パネル２５２枚、発電出力４９．５ｋＷで約１

０世帯分の年間消費電力をまかなう事になります。

なお、九州経済産業局からの発電設備認定の通知を受けております。また九州

電力との系統連係に係る契約も成立していることを確認しております。

番号２０号、住家１棟８４．３０㎡、庭敷地等２２９．７０㎡、東・北…宅地、

西…他人田、南…貸人田、境界…ブロック積、土留、雨水…水路放流、汚水…合

併浄化槽、使用貸借権。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は道路に接しておりませんが、南側貸人田の一部が別件４条番号５によ

り、通路として整備される予定であるため、そこを通り市道に出入りするため、

通行承諾書の提出がありました。

また雨水につきましては、南側貸人田の側溝を通り、隣接している水路へ放流

いたします。

番号２１号、住家１棟９２．７４㎡、庭敷地等２９９．２６㎡、東…渡人畑、

西…他人畑、南…他人畑、渡人畑、北…里道、境界…ブロック積、雨水…里道側

溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

以上です。

議    長 次に、松元、３番委員お願いします。
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３ 番 委 員 ご報告します。

番号２２号、通路１８９．００㎡、東…市道、西…雑種地、南…宅地、北…里

道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、所有権移転、売買。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、松元支所から北東に約２．７ｋｍに位置する特定土地改良事業の施

行区域内にある第１種農地です。

申請人は市内で建設業を営む法人で、今回の申請は、隣接する自社駐車場の機

能拡充のため、市道に面している申請地を買い受け、駐車場入口、通路として転

用しようとするものです。

申請地は、第１種農地の不許可の例外である、農地法施行規則第３５条第５号

の「既存施設の拡張」に該当するため、今回の転用許可はやむを得ないと判断し

たところです。

番号２３号、駐車場３３７．５０㎡、転回場等４６３．５０㎡、東・北…宅地、

西…宅地、私道、南…河川管理道路、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、

売買。

以上です。

議    長 次に、郡山、１１番委員お願いします。

１ １ 番 委 員 ご報告します。

番号２４号、駐車場９０．００㎡、通路２８．００㎡、転回場等３２２．００

㎡、東…雑種地、西・北…宅地、南…市道、境界…石積、雨水…自然流下、所有

権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、

番号２２号は第１種、それ以外は全て、第２種、第３種農地に該当すると判断

されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「農地法第５条許可申

請に関する件」２０件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。

但し、第１種農地である番号２２号につきましては、「県農業会議」に意見聴取

し、許可して差し支えない旨の回答を得た後、許可書を交付することといたしま

す。
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議題５．非農地認定に関する件

１４ページ～１7 ページ １２件

議    長 次に、議題５．「非農地認定に関する件」を審議します。

まず、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、調査結果：住家１棟、４２年経過、現況宅地。

番号２号、調査結果：雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、伊敷、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、調査結果：雑木自然繁茂、約２５年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、吉野、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、調査結果：住家１棟、５０年経過、現況宅地。

番号５号、調査結果：通路として５０年経過、現況道路。

番号６号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

番号７号、調査結果：車庫１棟、３５年経過、現況宅地。

番号８号、調査結果：通路として４０年経過、現況道路。

以上です。

議    長 次に、吉田、１８番委員お願いします。

１ ８ 番 委 員 ご報告します。

番号９号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繁茂、約２５年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、桜島、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号１０号、調査結果：雑木自然繁茂、約１５年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、喜入、１０番委員お願いします。



- 12 -

１ ０ 番 委 員 ご報告します。

番号１１号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

番号１２号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「非農地認定に関する

件」１２件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。

議題６．農地利用変更届出に関する件

１８ページ ３件

議 長 次に、議題６．「農地利用変更届出に関する件」の３件ですが、先程、議題３と

併せて審議が終了しております。

議題７．農用地利用集積計画に関する件

１９ページ～３６ページ ３９件

議    長 次に、議題７．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたし

ます。

２５ページから２６ページ、番号１３から１５号につきましては、１８番委員

自身の親族が代表の農地所有適格法人が、申請人となっている案件でございます。

従いまして、１８番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、

その間に審議し、再び着席していただくことにします。

１８番委員におかれましては、離席をお願いします。

（１８番委員離席後）

それでは、番号１３から１５号につきまして、事務局から説明をお願いします。
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事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。

２５ページから２６ページをご覧ください。

番号１３号、地目：畑、面積３，６５３．００㎡、権利の種類：賃貸借権、設

定期間１０年、区分：更新。

番号１４号、地目：畑、面積３，６５５．００㎡、権利の種類：賃貸借権、設

定期間１０年、区分：更新。

番号１５号、地目：畑、面積１，５６４．００㎡、権利の種類：賃貸借権、設

定期間１０年、区分：新規。

令和４年４月２８日公告予定です。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。

以上です。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号１３から１５号につきましては、原案どおり、承認すること

に決定いたします。

残りの案件の審議に入ります前に、１８番委員におかれましては、ご着席をお

願いし、再び議事進行をお願いいたします。

（１８番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。

残りの３６件及び先ほどの３件を併せて、一括して事務局から説明をお願いし

ます。
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事 務 局 資料の１９ページをご覧ください。

「議案第７号」、令和４年４月２８日公告予定の、農用地利用集積計画集計表に

ついて、只今の分も含め、ご説明申し上げます。

右側の一番下になります。

所有権移転２件、３筆、２，２９７．００㎡。賃借権１８件、３９筆、３９，

３４０．００㎡。使用貸借権１９件、４９筆、３３，０９１．００㎡。合計３９

件、９１筆、７４，７２８．００㎡です。

議案書の２０ページから３６ページは、農用地利用集積計画の内容、うち、３

３ページから３６ページは、配分計画を含む内容です。

お目通しをお願いいたします。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。

以上で、説明を終わります。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。

議題８．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件

別冊資料２ ３件

議    長 次に、議題８．「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料２です。

まず、吉田、１８番委員お願いします。
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１ ８ 番 委 員 ご報告します。２ページです。

３．変更後の用途、携帯電話基地局

４．現況、申出地は、本城町五反田地区にあり、吉田支所から北東へ約０．４

ｋｍに位置し、東側は農道、西側は宅地、他人田、南側は農道、北側は市道に接

している。

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

次に、６ページです。

３．変更後の用途、資材置場

４．現況、申出地は、東佐多町高崎地区にあり、吉田支所から北へ約３ｋｍに

位置し、東側は市道、西側は水路、南側は他人田、北側は雑種地に接している。

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。

議    長 次に、喜入、１０番委員お願いします。

１ ０ 番 委 員 ご報告します。１０ページです。

３．変更後の用途、駐車場、農業用倉庫

４．現況、申出地は、喜入生見町田貫地区にあり、喜入支所から南東へ約８．

６ｋｍに位置し、東側は宅地、西側は水路、南側は他人畑、北側は宅地、水路に

接している。

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」３件につきましては、原案どおり、承

認することに決定いたします。
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議題１０．相続税の納税猶予に関する件

３７ページ～３８ページ ２件

議    長 次に、議題１０．「相続税の納税猶予に関する件」を審議します。

それでは、吉野、１３番委員お願いします。

１ ３ 番 委 員 ３７ページから３８ページをお開きください。

この証明は、農地の相続が発生したとき、申告期限の翌日から２０年間営農を

継続することにより、相続税の支払いを一定の条件のもとに猶予又は免除する、

相続税の納税猶予の申請に係るものでございます。

今回２件の申請がありましたが、全て同じ被相続人の子で、今回が６回目の発

行となります。

２件とも令和４年４月１２日に１５番委員、私、事務局職員２名の計４名で現

地調査を行いましたので、その結果についてご説明申し上げます。

まず番号１からです。特例適用農地１は、ビニールハウスが３棟ありまして、

１棟は、カボチャ、ピーマン、トウモロコシの苗ものを作付中でした。

１棟は、スイカ作付予定とのことでした。

１棟は、農業用倉庫として利用されておりました。

また、露地に、玉ネギ、ジャガイモ、ニンニク、大根、ホウレン草を作付中及

び里芋を作付予定とのことでした。

次に番号２をご覧ください。

特例適用農地１は、ビニールハウスが２棟あり、ユリ栽培中、ホウレン草、小

松菜、インゲン、ピーマン、大根、レタス、カボチャ、スイカを作付中でした。

また、露地に、キャベツ、ジャガイモ、深ネギ、ソラマメ、グリンピース、

エダマメ作付中でした。

したがいまして、資料１から２の各特例適用農地において、申請者が農業経営

を行っていることを確認しましたので、それぞれ「引き続き農業経営を行ってい

る旨の証明書」の発行については支障ないものと判断したところでございます。

以上で説明を終ります。

議   長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１０．「相続税の納税猶予

に関する件」２件につきましては、原案どおり決定することにいたします。

議題の審議は以上です。

続きまして、報告事項に入ります。
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報        告        事        項

１．法務局から照会のあった農地等の現況について

３９ページ～４３ページ ５件

議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」

まず、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 報告します。３９ページです。

照会日：令和４年３月１８日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区

域内にあり、非農地である。

処理状況：令和４年３月３１日 鹿児島地方法務局へ報告済。

次に、４０ページです。

照会日：令和４年４月４日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域内に

あり、非農地である。

処理状況：令和４年４月１４日 鹿児島地方法務局へ報告済。

次に、４１ページです。

照会日：令和４年４月１３日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区

域内にあり、非農地である。

処理状況：令和４年４月２０日 鹿児島地方法務局へ報告済。

議 長 次に、伊敷、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 報告します。４２ページです。

照会日：令和４年４月７日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区域

内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和４年４月１９日 鹿児島地方法務局へ報告済。

議 長 次に、郡山、１１番委員お願いします。

１ １ 番 委 員 報告します。４３ページです。

照会日：令和４年４月１３日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定

めのない都市計画区域内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和４年４月２６日 鹿児島地方法務局へ報告済。

２．国土利用計画法による届出土地に関する調書について

４４ページ １件

議 長 続きまして、報告事項２「国土利用計画法による届出・土地に関する調書につ

いて」

それでは、松元、事務局お願いします。
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松 元 支 局 この件につきまして、事務局からご報告申し上げます。

この調書は、都市計画区域内の５,０００㎡以上の土地の売買であるため、申請

人から本市の土地利用調整課へ、国土利用計画法の規定による届出書が、２月１

４日に提出されました。

申請地の一部に農地が含まれていたことから、農業委員会事務局に意見を求め

られ、回答したものです。

表内の左側１の「申請等に係る事項等」の欄ですが、譲受人、譲渡人、農地の

所在につきましては、記載のとおりであり、地目別面積は、畑で、５,０３７㎡で

す。

次に「２ 農地の区分等」ですが、申請地は、第２種農地のその他の農地に該

当します。

次に「３ 他の土地利用計画との関係」の欄の「農業振興地域・整備計画との

関係」ですが、農業振興・地域内で、農用地・区域外です。

「その他の土地利用計画との関係」ですが、届出地は、農地が含まれているの

で、農地法に基づく許可が必要である」との回答をしたところです。

以上のとおり、土地利用調整課へ３月２８日に回答したところでございます。

以上で報告を終わります。

３．農地法第３条の３届出専決に関する報告について

４５ページ～４６ページ ７件

議 長 報告事項３「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」

報告事項４「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」

報告事項５「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 ４５ページをお開きください。

報告事項３ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は７件です。

登記地目別では、田２筆、１，６３６．００㎡、畑３０筆、１２，９０５．８

０㎡となっております。取得した事由別数は、相続が７件。権利の種別は、所有

権が７件。農業委員会によるあっせん等は、有が１件、無が６件となっておりま

す。

４６ページは、農地法第３条の３関係の内容です。

お目通しをお願いいたします。
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４．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

４７ページ～５３ページ １８件

事 務 局 ４７ページをお開きください。

報告事項４ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。

転用目的別では、第４条関係では、多い順に駐車場が２件、一般住宅が１件、

合計３件となっております。

第５条関係では、多い順に一般住宅が１０件、共同住宅が３件、店舗等、その

他が各１件、合計１５件となっております。

４８ページは、４条関係３件、４９ページから５３ページは、５条関係１５件

の内容です。お目通しをお願いいたします。

５．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について

５４ページ～５５ページ ３件

事 務 局 ５４ページから５５ページをお開きください。

報告事項５ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告についてで

す。

吉田、喜入地区に合意解約の通知が出ております。

お目通しをお願いいたします。

６．鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

別冊資料４

議 長 次に、報告事項６「鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況に

ついて」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 報告事項６ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

報告いたします。

別冊資料４「をご覧ください。

表の一番下の合計欄をご覧ください。

まず 二段書きの上の段の３月分についてですが、当月は感染症予防対策のた

め、活動を一時休止していました。よって訪問戸数から中間管理事業、活用面績

まで実績がありませんでした。

合計につきましては、先月同じ数値となっておりますのでお目通し下さい。

以上で報告を終わります。
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議    長 ありがとうございました。

（議事終了：午前１１時０５分）

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。

事 務 局 ・令和４年度第２回総会開催日時は、

５月９日（月）午前１０時３０分開会

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室

・令和４年度第３回総会（月例）開催日時は、

５月３０日（月）午前１０時開会

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室

（委員親睦会費の会計報告についての説明）

議    長 本日の総会はこれで終了となりますが、各委員の皆様に置かれましては、農業

委員の任期満了による最後の総会となりますので、代表して一言申し上げます。

（会長挨拶）

以上で、本日の総会を終了いたします。

閉 会（午前１１時２５分）


